
山
梨
県
公
報
　
　
第
百
九
十
一
号
　
　
令
和
三
年
五
月
二
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
四
九

山
梨
県
公
報

第
百
九
十
一
号

令
和
三
年五

月
二
十
日

木　曜　日

目

次

公

告

○
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託	

二
四
九

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
（
三
件
）	

二
四
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出	

二
五
〇

○
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
九
号
の
二
の
公
布
公
告	

二
五
一

教
育
委
員
会

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て	

二
五
一

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

二
五
一

公
安
委
員
会

○
指
定
講
習
機
関
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出	

二
五
二

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て	

二
五
二

公　
　
　

告

◉　

使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

委
託
の
相
手
方　

甲
府
市
飯
田
二
丁
目
二
番
三
号　

公
益
財
団
法
人
山
梨
県
国
際
交
流
協
会

二　

委
託
に
係
る
使
用
料　

山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料

三　

委
託
の
期
間　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

落
札
に
係
る
役
務

㈠　

名
称　

L
G
W
A
N
関
連
機
器
構
築
業
務

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
総
務
部
情
報
政
策
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
三
月
二
十
二
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

株
式
会
社
Y
S
K
e

－

c
o
m

㈡　

住
所　

山
梨
県
甲
府
市
湯
田
一
丁
目
十
三
番
二
号

五　

落
札
金
額　

二
億
一
千
七
百
八
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
三
年
二
月
八
日

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

落
札
に
係
る
役
務

㈠　

名
称　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
端
末
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
等
業
務

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
総
務
部
情
報
政
策
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
三
月
三
十
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
九
十
一
号
　
　
令
和
三
年
五
月
二
十
日

二
五
〇

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

イ
オ
ン
タ
ウ
ン

株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

加
藤
久
誠　

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
山
梨
中
央　

山
梨
県
中
央
市
下
河
東

字
上
窪
四
百

2　

変
更
し
た
事
項

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

大
門
淳

代
表
取
締
役　

加
藤
久
誠

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

加
藤
久
誠

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一

㈡　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号　

外
十
七
者

イ
オ
ン
ビ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

小
林
健
太
郎

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号　

外
十
四
者

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
三
年
五
月
六
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

株
式
会
社
カ
ル
ク

㈡　

住
所　

山
梨
県
中
央
市
乙
黒
百
五
十
八
番
地
二

五　

落
札
金
額　

三
千
八
十
八
万
八
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

指
名
競
争
入
札

七　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
三
年
二
月
十
八
日

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

落
札
に
係
る
役
務

㈠　

名
称　

端
末
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
環
境
構
築
業
務

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
総
務
部
情
報
政
策
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
三
月
二
十
二
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

株
式
会
社
Y
S
K
e

－
c
o
m

㈡　

住
所　

山
梨
県
甲
府
市
湯
田
一
丁
目
十
三
番
二
号

五　

落
札
金
額　

二
億
七
千
七
百
七
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
三
年
二
月
八
日

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
九
十
一
号
　
　
令
和
三
年
五
月
二
十
日

二
五
一

㈡　

期
間　

令
和
三
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
教
育
庁
高
校
教
育
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
二
月
二
十
五
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方

㈠　

名
称　

株
式
会
社
フ
ォ
ネ
ッ
ト

㈡　

住
所　

山
梨
県
甲
府
市
下
石
田
二
丁
目
十
番
六
号

五　

契
約
金
額　

六
千
八
百
二
十
五
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号

の
規
定
に
該
当
す
る
た
め
。

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
日

　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

三　
　

井　
　

孝　
　

夫

一　

落
札
に
係
る
物
品
等

㈠　

名
称　

県
立
学
校
W
e
b
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
教
育
庁
高
校
教
育
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
三
月
四
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

株
式
会
社
ウ
イ
ン
テ
ッ
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

㈡　

住
所　

山
梨
県
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
十
号

五　

落
札
金
額　

八
千
六
百
二
十
四
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
九
月
二
十
一
日
ま
で

◉　

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
九
号
の
二
の
公
布
公
告

次
の
と
お
り
県
庁
前
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
公
布
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
九
号
の
二

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　

令
和
三
年
五
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種
類

患
畜
又
は
疑
似

患
畜
の
区
分

発
生

頭
数

発
生
場
所

発
生
年
月
日

豚
熱

豚

患
畜

二

中
央
市

令
和
三
年
五
月
十
一

日

教
育
委
員
会

◉　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上

の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契

約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
日

　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
長　
　

三　
　

井　
　

孝　
　

夫

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等

㈠　

名
称　

I
C
T
支
援
員
業
務



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
九
十
一
号
　
　
令
和
三
年
五
月
二
十
日

二
五
二

こ
と
。

3　

令
和
三
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
（
令
和
三
年
山
梨
県
告
示
第
百
十
一
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
又
は
入
札
の
日
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
で
あ
る
こ
と
。

4　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

5　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
て
い
な
い
、
又
は
こ
れ
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と

み
な
す
。

6　

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
、
又
は
こ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の

者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

7　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
又
は
法
人

で
あ
っ
て
そ
の
役
員
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

8　

法
人
税
、
地
方
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
社
会
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

9　

政
治
活
動
並
び
に
特
定
の
公
職
者
及
び
政
党
を
推
薦
、
支
持
又
は
反
対
す
る
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
し
て
い
な
い
こ
と
。

10　

機
密
漏
洩え
い

防
止
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

11　

仕
様
書
に
定
め
ら
れ
る
業
務
内
容
を
、
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
し
得
る
こ
と
。

12　

役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談

役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
は
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
て
業
務
を
執

行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
に
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
い
な
い
法
人
で

あ
る
こ
と
。

㈠　

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
三
年
一
月
二
十
一
日

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
株
式
会
社
協
同
社
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
日

　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

武　
　

田　
　

信　
　

彦

一　

変
更
後
の
代
表
者
の
氏
名　

角
田
元
史

二　

変
更
年
月
日　

令
和
三
年
四
月
一
日

◉　

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ

ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ

れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に

関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る

も
の
で
あ
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
警
察
本
部
長　
　

大　
　

窪　
　

雅　
　

彦

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

1　

借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量　

交
通
情
報
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム　

一
式

2　

借
入
物
品
等
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

3　

借
入
期
間　

令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

4　

借
入
場
所　

山
梨
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
場
所

二　

事
務
を
担
当
す
る
所
属　

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課

三　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

1　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

2　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
者
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
た
者
を
除
く
。
）
で
な
い



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
九
十
一
号
　
　
令
和
三
年
五
月
二
十
日

二
五
三

2　

入
札
保
証
金　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
入
札
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

3　

契
約
保
証
金　

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

4　

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項　

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書

に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
六
月

三
日
（
木
）
ま
で
の
間
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で
に
四
1
の
場
所
に
持
参
し
、
こ
の
入
札
の
参
加
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
最
終
日
（
六
月
三
日
）
に
持
参
す
る
場
合
は
午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で
と
す
る
。

5　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

6　

長
期
継
続
契
約　

こ
の
公
告
に
係
る
入
札
の
結
果
、
落
札
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
と
な
る

契
約
は
、
山
梨
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
七

年
山
梨
県
条
例
第
九
十
号
）
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
当
該
契

約
に
係
る
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
契
約
は
解
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。

7　

そ
の
他

㈠　

落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
、
三
に
掲
げ
た
参
加
資
格
の
う
ち
一
つ
で
も
満
た
さ
な
く

な
っ
た
場
合
は
契
約
を
締
結
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
山
梨
県
警
察
は
損
害
賠
償
の
責

め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

㈡　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

㈢　

問
合
せ
先　

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課　

電
話
〇
五
五

－

二
二
一

－

〇
一
一
〇

※　

Sum
m

ary
1

　

N
ature and quantity of the products to be procured General M

anagem
ent 

　
System

 for T
raffic Inform

ation,1 Set
2

　
D

ate and tim
e for tender

2:00PM
 June 29, 2021

3

　

Bureau in charge
T

raffic accidend analysis Section, T
raffic Planning D

ivision, T
raffic D

epartm
ent, 

Y
am

anashi Prefectural Police H
eadquarters 1-6-1 M

arunouchi K
ofu Y

am
anashi 

400-8586 Japan

　

T
EL 055-221-0110

㈡　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

㈢　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
二
条
の

六
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
法
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
命
令
又
は
指
示
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

㈣　

ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

四　

入
札
手
続
等

1　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
合
せ
先　

郵
便
番
号
四
〇
〇

－

八

五
八
六　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課
交

通
事
故
分
析
担
当　

電
話
〇
五
五

－

二
二
一

－

〇
一
一
〇

2　

入
札
説
明
書
の
交
付
方
法　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
五
月
二
十
七
日
（
木
）
ま
で
の
山

梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下

「
県
の
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
に
四
1
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
最
終
日
（
五
月
二
十
七
日
）
の

交
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
と
す
る
。

3　

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所　

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
（
火
）
午
後
二
時　

山
梨
県
警

察
本
部
（
防
災
新
館
）
五
階
五
〇
二
会
議
室

4　

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
場
所　

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日
（
金
）

午
後
四
時
ま
で
に
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課
交
通
事
故
分
析
担
当
（
郵
便
番
号
四
〇

〇

－

八
五
八
六　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
）
に
必
着
す
る
こ
と
。

5　

入
札
方
法　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の

十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る

課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
十
分
の

百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

6　

入
札
の
無
効　

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、

入
札
条
件
に
違
反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

の
行
っ
た
入
札
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

7　

落
札
者
の
決
定
方
法　

こ
の
公
告
に
示
し
た
借
入
物
品
等
を
納
入
で
き
る
と
山
梨
県
警
察
本
部

長
が
認
め
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定

価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

五　

そ
の
他

1　

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
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